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判
　
例
　
研
　
究

コ
三
　
　
（
一
四
五
二
）

〔
最
高
裁
刑

訴
事
例
研
究
五
八
〕

昭
四
四
堕
服
踊
肇
籠
一
）

　
法
律
判
断
で
無
罪
を
言
い
渡
し
た
第
一
審
判
決
を
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と

　
な
く
破
棄
し
控
訴
裁
判
所
が
み
ず
か
ら
有
罪
の
判
決
を
す
る
こ
と
と
刑
訴
法

　
四
〇
〇
条
但
書

　
　
狽
褻
文
書
販
売
、
同
所
持
被
告
事
件
（
昭
四
四
二
〇
・
一
五
大
法
廷
判
決
）

　
　
被
告
人
両
名
は
共
謀
の
う
え
、
被
告
人
S
が
、
性
交
、
性
戯
に
関
す
る
露
骨
に
し
て

　
　
具
体
的
、
か
つ
、
詳
細
な
描
写
記
述
を
し
た
一
四
ケ
所
を
含
む
「
悪
徳
の
栄
え
」
の

　
　
邦
訳
原
稿
を
作
成
し
、
被
告
人
1
が
、
こ
れ
を
出
版
し
、
昭
和
三
四
年
一
二
月
ご
ろ
か

　
　
ら
同
三
五
年
四
月
ご
ろ
ま
で
の
間
に
、
約
一
五
〇
〇
珊
を
販
売
す
る
と
と
も
に
、
二
九

　
　
一
朋
を
販
売
の
目
的
で
所
持
し
た
、
と
い
う
公
訴
事
実
に
対
し
、
一
審
は
、
当
裁
判

　
　
所
に
お
い
て
取
り
調
べ
た
証
拠
に
よ
れ
ば
、
右
公
訴
事
実
の
う
ち
、
本
件
訳
書
が
刑

　
　
法
一
七
五
条
に
い
う
「
狽
褻
ノ
文
書
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
点
を
除
く
、
そ
の

　
　
余
の
事
実
は
、
概
ね
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
し
か
し
、
狸
褻
文
書

　
　
の
意
義
に
つ
い
て
、
チ
ャ
タ
レ
ー
事
件
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
が
支
持
確
認
し

　
　
た
狸
褻
に
関
す
る
従
来
の
裁
判
所
伝
統
の
解
釈
を
是
認
し
、
狽
褻
文
書
た
る
た
め
に

　
　
は
、
そ
の
内
容
が
、
の
、
徒
ら
に
性
欲
を
興
奮
ま
た
は
刺
戟
せ
し
め
、
⇔
、
普
通
人

　
　
の
正
常
な
性
的
董
恥
心
を
害
し
、
㊧
、
善
良
な
性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
こ
と
が
要

　
　
求
さ
れ
る
が
、
本
件
訳
書
中
検
察
官
の
指
摘
す
る
一
四
ケ
所
の
性
的
場
面
の
描
写

　
　
は
、
⇔
と
㊧
の
各
要
件
は
充
足
す
る
が
、
e
の
要
件
は
充
足
し
な
い
も
の
と
し
て
無

罪
を
言
い
渡
し
た
．

検
察
官
は
、
一
審
は
チ
ャ
タ
レ
ー
事
件
の
見
解
に
対
す
る
見
方
を
誤
り
、
ひ
い
て
は

刑
法
一
七
五
条
の
解
釈
適
用
を
誤
つ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
控
訴
を
申
し
立
て
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
原
審
は
、
一
審
の
「
狸
褻
ノ
文
書
」
の
解
釈
を
是
認
し
た
う
え
、
本
件

訳
書
は
、
普
通
人
の
正
常
な
性
的
差
恥
心
を
害
し
、
善
良
な
性
的
道
義
観
念
に
反
す

る
と
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
審
の
通
り
で
あ
つ
て
．
ま
た
e

の
徒
ら
に
（
過
度
に
）
性
欲
を
興
奮
ま
た
は
刺
戟
せ
し
め
る
に
足
る
記
述
描
写
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
訳
書
は
結
局
刑
法
一
七
五
条
に
い
う
狽
褻
の
文
書
に

あ
た
る
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
何
ら
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と

な
く
．
一
審
の
認
定
事
実
と
同
一
事
実
の
認
定
の
も
と
に
一
審
判
決
を
破
棄
し
、
有

罪
を
言
い
渡
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
側
は
、
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と
な
く
、
破
棄
自
判
し
た

の
は
、
最
判
昭
和
三
一
年
七
月
一
八
日
刑
集
一
〇
巻
七
号
一
一
四
七
頁
、
最
判
昭
和

三
二
年
二
月
一
二
日
刑
集
一
一
巻
二
号
九
三
七
頁
、
最
判
昭
和
三
二
年
四
月
六
日
刑

集
一
一
巻
四
号
一
四
九
一
頁
、
最
判
昭
和
三
三
年
二
月
一
一
口
刑
集
一
二
巻
二
号
一

八
七
頁
、
最
判
昭
和
三
三
年
三
月
一
八
日
刑
集
一
二
巻
四
号
六
〇
三
頁
、
最
判
昭
和

三
四
年
五
月
二
二
日
刑
集
一
三
巻
五
号
七
七
三
頁
．
最
判
昭
和
三
四
年
六
月
工
ハ
日

刑
集
ニ
ニ
巻
六
号
九
六
九
頁
の
各
判
例
に
違
反
し
、
同
時
に
憲
法
三
一
条
、
三
七
条

に
違
反
す
る
と
し
て
、
上
告
を
申
し
立
て
た
．

最
高
裁
判
所
大
法
廷
は
、
上
告
趣
意
の
引
用
す
る
最
判
昭
和
三
三
年
二
月
二
日
刑



集
二
一
巻
二
号
一
八
七
頁
を
除
く
、
そ
の
余
の
各
判
例
の
判
旨
は
、
い
ず
れ
も
法
律

判
断
の
対
象
と
な
る
事
実
そ
の
も
の
の
存
否
に
つ
い
て
争
い
が
あ
り
、
そ
れ
さ
え
も

認
定
さ
れ
て
い
な
い
事
案
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
審
判
決
は
、
公
訴
事

実
の
う
ち
本
件
訳
書
が
刑
法
一
七
五
条
に
い
う
狽
褻
の
文
書
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

の
点
を
除
く
、
そ
の
余
の
事
実
は
お
お
む
ね
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
判
示

し
て
お
り
、
記
録
を
検
討
す
る
と
、
第
一
審
か
適
法
に
取
り
調
べ
た
証
拠
に
よ
り
、

公
訴
事
実
は
狼
褻
性
の
判
断
を
除
き
す
べ
て
十
分
に
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
、
右
各
判
例
は
事
案
を
異
に
し
本
件
に
適
切
で
な
い
。

こ
れ
に
反
し
、
前
述
昭
和
三
三
年
二
月
一
一
日
の
第
三
小
法
廷
判
決
は
、
法
律
判
断
の

対
象
と
な
る
事
実
そ
の
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
く
、
そ
れ
が
認
定
さ
れ

て
い
る
事
案
に
つ
い
て
、
第
一
審
判
決
が
被
告
人
の
犯
罪
事
実
の
存
在
を
確
定
せ
ず

無
罪
を
言
い
渡
し
た
場
合
に
、
控
訴
裁
判
所
が
み
ず
か
ら
な
ん
ら
事
実
の
取
調
を
す

る
こ
と
な
く
、
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
、
訴
訟
記
録
お
よ
び
第
一
審
裁
判
所
に
お
い

て
取
り
調
べ
た
証
拠
の
み
に
よ
つ
て
、
た
だ
ち
に
被
告
事
件
に
つ
い
て
犯
罪
事
実
の

存
在
を
確
定
し
有
罪
の
判
決
を
す
る
こ
と
は
、
刑
訴
法
四
〇
〇
条
但
書
の
許
さ
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
旨
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
記
原
判
決
の
判
断
は
、
右
判

例
に
相
反
す
る
．
し
か
し
、
法
律
判
断
の
対
象
と
な
る
事
実
そ
の
も
の
の
存
在
に
つ

い
て
争
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
の
存
否
に

つ
い
て
当
事
者
に
争
う
機
会
を
与
え
、
事
実
の
取
調
を
し
て
、
判
決
を
す
る
こ
と
が

直
接
審
理
主
義
口
頭
弁
論
主
義
の
原
則
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
法
律
判
断
の
対
象
と
な
る
事
実
が
認
定
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
の
法

律
判
断
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
事
実
に
つ
い
て
当
事
者
に
争
わ
せ
、
事

実
の
取
調
を
す
る
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
改
め
て
事
実
の
取
調
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
刑
訴
法
四
〇
〇
条
但
書
に
よ
つ

て
、
控
訴
裁
判
所
が
み
ず
か
ら
有
罪
の
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
法
四
一
〇
条
二
項
に
よ
り
、
右
判
例
を
変
更
し
、

原
判
決
を
維
持
す
る
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
判
　
例
　
研
　
究

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
本
判
例
中
狽
褻
文
書
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
、
本
号
に
刑
法
判
例
研
究
で

取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
八
七
頁
以
下
参
照
）
の
で
、
本
研
究
で
は
一
審
お
よ
び
二

審
の
法
解
釈
を
前
提
に
し
て
訴
訟
法
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す

る
。　

さ
て
、
現
行
刑
訴
法
に
お
け
る
控
訴
審
は
、
旧
法
の
控
訴
審
と
異
な
つ
て
、

当
事
者
の
申
立
に
よ
り
又
は
職
権
に
よ
つ
て
、
一
審
判
決
に
、
刑
訴
法
三
七
七

条
な
い
し
三
八
二
条
及
び
三
八
三
条
に
規
定
す
る
破
棄
事
由
が
あ
る
か
ど
う
か

を
調
査
す
る
事
後
審
で
あ
つ
て
、
右
の
調
査
を
す
る
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
控
訴
審
は
自
ら
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
　
（
三
九

三
条
一
項
本
文
）
、
ま
た
三
九
三
条
一
項
但
書
の
場
合
に
は
事
実
の
取
調
が
義
務

づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
事
実
の
取
調
を
含
め
た
調
査
の
結
果
、

一
審
判
決
に
何
ら
か
の
破
棄
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
（
三

九
七
条
）
被
告
事
件
を
原
裁
判
所
に
差
し
戻
L
、
若
し
く
は
、
管
轄
裁
判
所
に

移
送
す
る
か
、
ま
た
は
原
裁
判
所
と
同
等
の
他
の
裁
判
所
に
移
送
し
て
、
一
審

裁
判
所
を
し
て
被
告
事
件
に
つ
い
て
再
審
理
さ
せ
る
の
を
原
則
と
す
る
（
三
九

八
条
、
三
九
九
条
、
四
〇
〇
条
本
文
）
．
右
調
査
の
結
果
、
一
審
判
決
に
何
ら
か
の

破
棄
事
由
が
あ
る
と
ぎ
で
も
、
訴
訟
記
録
並
び
に
一
審
に
お
い
て
取
り
調
べ
た

証
拠
の
み
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
と
前
記
破
棄
事
由
が
存
す
る
か
否
か
を
調
査
す

る
た
め
控
訴
審
が
事
実
の
取
調
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
調
べ
た
証
拠
と
相

侯
つ
て
、
被
告
事
件
に
つ
い
て
判
決
を
す
る
に
熟
し
て
い
る
場
合
は
例
外
と
し

て
控
訴
審
自
ら
被
告
事
件
に
つ
い
て
判
決
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
（
↓
四
五
三
）



　
　
　
判
　
例
　
研
究

（
四
〇
〇
条
但
書
）
。

　
そ
れ
で
は
、
控
訴
審
が
刑
訴
法
四
〇
〇
条
但
書
に
よ
り
原
判
決
を
破
棄
し
、

被
告
事
件
に
つ
い
て
自
判
す
る
に
あ
た
つ
て
、
い
か
な
る
場
合
に
事
実
の
取
調

を
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
に
つ
き
判
例
を
み
て
み
る
と
、
加
重
、
減
軽
を
含
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
単
に
量
刑
を
是
正
す
る
場
合
ま
た
は
法
令
の
解
釈
適
用
の
誤
り
の
是
正
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
行
な
お
う
と
す
る
場
合
は
、
必
ず
し
も
み
ず
か
ら
事
実
の
取
調
を
す
る
必
要

は
な
い
が
、
一
審
が
確
定
し
て
い
な
い
犯
罪
事
実
を
確
定
し
た
り
、
一
審
が
認

定
し
な
か
つ
た
事
実
を
付
加
し
て
一
審
認
定
と
異
な
る
犯
罪
事
実
を
認
定
す
る

場
合
、
す
な
わ
ち
事
実
問
題
で
一
審
と
見
解
を
異
に
し
、
被
告
人
に
不
利
益
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

事
実
を
認
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
事
実
の
取
調
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
．
し
か
し
、
被
告
人
側
が
判
例
違
反
で
あ
る
と
主
張
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
最
判
昭
和
三
三
年
二
月
一
一
目
刑
集
二
一
巻
二
号
一
八
七
頁
の
事
案
で
は
、

一
審
が
証
拠
に
よ
り
法
律
判
断
の
対
象
と
な
ろ
事
実
を
認
定
し
、
法
令
解
釈
で

罪
と
な
ら
な
い
と
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
た
の
に
対
し
、
控
訴
審
が
、
一
審
は

法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
つ
て
い
る
と
し
て
な
ん
ら
事
実
の
取
調
も
な
く
破
棄
自

判
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
　
「
原
審
は
、
被
告
人
の
犯
罪
事
実
の
存
在
を
確
定
し

な
い
で
被
告
人
に
無
罪
の
言
渡
を
し
た
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
、
自
ら
懲
役
三

月
執
行
猶
予
一
年
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
審
判
は
い
わ
ゆ

る
書
面
審
理
に
止
ま
り
事
実
の
取
調
を
し
た
形
跡
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
手
続

は
刑
訴
四
〇
〇
条
但
書
の
解
釈
上
許
さ
れ
な
い
．
」
と
判
示
し
て
い
て
、
前
述

L
た
分
類
と
矛
盾
す
る
も
の
が
あ
つ
た
が
、
本
件
判
示
が
判
例
違
反
の
主
張
を

容
れ
て
矛
盾
を
解
決
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
．

　
以
上
の
点
に
つ
い
て
学
説
を
み
て
み
る
と
、
e
、
法
令
の
解
釈
適
用
の
誤
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
（
一
四
五
四
）

を
是
正
す
る
た
め
に
破
棄
自
判
す
る
場
合
に
は
事
実
の
取
調
は
要
し
な
い
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
量
刑
に
影
響
を
及
ぽ
す
も
の
と
み
と
め
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る
．
⇔
、
犯
罪
事
実
に
つ
い
て

被
告
人
の
不
利
益
に
破
棄
自
判
す
る
場
合
に
は
事
実
の
取
調
を
要
す
る
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

点
で
は
ほ
ぽ
一
致
し
て
い
る
が
、
当
事
者
に
利
益
で
あ
つ
て
も
事
実
の
取
調
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
一
方
、
不
利
益
な
事
実
誤
認
と
し
て
破
棄
自

判
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
一
審
が
公
判
廷
に
お
け
る
証
人
、
被
告
人
の
供
述
で

主
と
し
て
心
証
を
形
成
し
て
い
る
事
件
で
は
、
そ
の
供
述
調
書
だ
け
で
破
棄
自

判
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
重
要
と
考
え
ら
れ
る
証
人
、
ま
た
は
被
告
人
の
供

述
を
改
め
て
自
ら
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
例
え
ば
、
単
純
収
賄
被
告
事
件

て
金
員
授
受
の
点
に
っ
ぎ
）
、
一
審
で
公
判
廷
の
供
述
が
主
た
る
証
拠
と
な
つ
て
い

な
い
場
合
（
伝
聞
証
拠
の
同
意
（
三
二
六
）
等
）
は
、
書
面
審
査
で
異
な
つ
た
心
証

を
得
る
こ
と
も
不
当
で
は
な
い
と
し
て
各
場
合
に
つ
ぎ
具
体
的
に
考
察
す
べ
き

　
　
　
　
（
9
）

と
す
る
も
の
、
事
実
の
取
調
を
す
る
か
ど
う
か
は
あ
く
ま
で
運
用
上
の
妥
当
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
問
題
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
．
㊧
、
量
刑
の
是
正
の
た
め
に
破
棄
自
判

す
る
場
合
、
被
告
人
に
利
益
・
不
利
益
を
問
わ
ず
事
実
の
取
調
を
要
し
な
い
と

　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

す
る
も
の
、
重
く
変
更
す
る
場
合
に
は
事
実
の
取
調
を
要
す
る
と
す
る
も
の
、

ま
た
控
訴
審
の
不
当
な
量
刑
不
当
の
判
断
を
防
止
し
、
被
告
側
に
も
裁
判
の
引

き
延
ば
し
は
と
く
に
な
る
と
い
う
誤
つ
た
考
え
を
抱
か
せ
な
い
た
め
に
利
益
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

不
利
益
を
問
わ
ず
厳
格
な
証
明
を
必
要
と
す
ろ
も
の
も
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
、

刑
訴
法
四
〇
〇
条
但
書
に
よ
つ
て
破
棄
自
判
す
る
場
合
に
、
事
実
の
取
調
が
義

務
つ
け
ら
れ
る
か
否
か
問
題
と
な
る
の
は
、
自
判
が
続
審
の
構
造
を
と
り
、
し

た
が
つ
て
審
判
の
対
象
は
原
判
決
の
当
否
で
は
な
く
、
犯
罪
事
実
そ
の
も
の
で



あ
り
、
あ
ら
た
に
貫
芭
と
し
て
の
事
実
の
取
調
を
必
要
と
す
る
と
解
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
．

　
さ
て
、
控
訴
審
は
、
基
本
的
構
造
と
し
て
は
事
後
審
と
し
て
規
定
さ
れ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

で
あ
る
が
、
現
実
は
続
審
化
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
て
あ
る
．
と

こ
ろ
で
、
覆
審
と
は
一
審
判
決
と
は
ま
つ
た
く
無
関
係
に
手
続
も
起
訴
状
の
朗

読
か
ら
開
始
さ
れ
証
拠
調
を
経
て
形
成
さ
れ
た
自
ら
の
心
証
の
上
に
判
決
を
す

る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
元
来
続
審
は
現
行
民
訴
の
控
訴
審
の
構
造
で
あ
る

が
、
そ
の
場
合
、
ま
ず
必
要
な
限
度
で
再
審
理
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
得
た
心

証
と
一
審
判
決
を
比
較
し
、
合
致
し
て
い
れ
ば
控
訴
を
棄
却
し
、
合
致
し
て
い

な
け
れ
ば
取
消
自
判
す
る
の
が
建
前
で
あ
る
が
、
現
行
刑
訴
は
、
伝
聞
証
拠
の

排
斥
、
一
審
を
軽
視
せ
し
め
な
い
こ
と
、
上
告
審
の
負
担
過
重
の
軽
減
等
か

ら
．
控
訴
審
は
事
後
審
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
．
事
後
審
で
あ
る
か
ら
自
ら

心
証
を
形
成
す
る
必
要
な
し
に
原
判
決
の
当
否
を
判
断
す
る
も
の
で
、
確
か

に
、
事
実
誤
認
に
よ
り
破
棄
自
判
す
る
場
合
に
は
自
ら
の
心
証
に
基
づ
い
て
事

実
の
認
定
を
す
る
の
で
右
の
意
味
で
の
続
審
と
い
い
う
る
が
、
量
刑
不
当
、
法

令
適
用
の
誤
り
に
よ
り
破
棄
自
判
す
る
場
合
に
は
常
に
自
ら
事
実
点
に
つ
い
て

の
心
証
を
形
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
判
し
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
こ

（
1
5
）と

、
ま
た
被
告
人
の
関
心
事
は
国
家
刑
罰
権
の
存
否
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
直
接
審
理
主
義
と
口
頭
弁
論
主
義
の
原
則
は
、
も
っ
ぽ
ら
犯
罪
事
実
、
す

な
わ
ち
国
家
刑
罰
権
の
存
否
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
定
に
作
用
す
る
原
則
と

　
　
　
　
　
（
恰
）

解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
原
則
を
み
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
事
実
の

取
調
の
義
務
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
．
し
た
が
つ

て
、
控
訴
審
が
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
被
告
人
に
利
益
に
破
棄
自
判
す
る
場
合
は

　
　
　
判
　
例
　
研
究

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
不
利
益
に
破
棄
自
判
す
る
場
合
で
も
各
場
合
に
つ
い
て
具

体
的
に
考
察
し
て
、
直
接
審
理
主
義
、
口
頭
弁
論
主
義
の
原
則
を
み
た
し
て
お

れ
ば
事
実
の
取
調
を
す
る
義
務
は
な
い
し
、
一
審
が
適
法
に
確
定
し
た
事
実
の

も
と
に
、
法
令
の
解
釈
・
適
用
の
誤
り
だ
け
を
是
正
す
る
た
め
に
原
判
決
を
破

棄
す
る
場
合
に
は
．
直
接
審
理
主
義
、
口
頭
弁
論
主
義
の
原
則
は
み
た
さ
れ
て

い
る
の
で
、
控
訴
裁
判
所
は
、
な
ん
ら
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と
な
L
に
破
棄

自
判
し
う
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
量
刑
に
つ
い
て
も
右
と
同
じ
理
由
と
同
時

に
、
刑
の
量
定
が
そ
の
分
量
に
つ
い
て
は
行
政
作
用
的
妥
当
性
の
判
断
を
含

み
．
そ
の
質
に
つ
い
て
も
経
験
的
直
感
的
判
断
が
強
く
、
そ
の
判
断
が
裁
判
官

に
依
存
す
る
と
い
う
意
味
で
は
一
種
の
法
令
適
用
の
問
題
と
い
い
う
べ
ぎ
も
の

　
　
　
（
∬
）

で
あ
る
か
ら
、
な
ん
ら
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と
な
く
、
被
告
人
に
不
利
益
に

破
棄
自
判
し
て
も
違
法
の
間
題
と
は
な
ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
妥
当
性
の
問
題
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
一
般
的
考
察
の
も
と
に
本
件
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
．
さ
て
、
本

件
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
一
審
が
無
罪
を
言
い
渡
し
た
事
案
に

お
い
て
、
一
審
が
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
適
法
に
認
定
し
て
い
る
も
の
と
し
て

な
ん
ら
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と
な
く
控
訴
審
が
有
罪
と
し
た
有
名
な
チ
ャ
タ

レ
ー
事
件
の
判
例
（
最
判
昭
…
マ
三
・
；
荊
集
一
一
、
三
・
九
九
七
頁
）
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
右
事
案
で
は
販
売
者
が
一
審
で
有
罪
と
さ
れ
、
翻
訳
者

が
無
罪
と
さ
れ
た
が
、
控
訴
審
で
な
ん
ら
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と
な
し
に
共

同
正
犯
と
し
て
翻
訳
者
を
有
罪
と
し
た
事
案
な
の
で
、
一
審
で
罪
と
な
る
べ
き

事
実
が
厳
格
な
証
明
に
よ
つ
て
認
定
さ
れ
た
も
の
と
い
い
う
る
の
に
反
し
、
本

件
事
案
で
は
、
翻
訳
老
お
よ
び
販
売
者
（
出
版
者
）
と
も
一
審
で
無
罪
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
　
　
（
一
四
五
五
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

れ
、
控
訴
審
で
な
ん
ら
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と
な
く
原
審
で
取
り
調
べ
た
証

拠
と
訴
訟
記
録
に
も
と
づ
い
て
一
審
で
認
定
し
た
と
思
わ
れ
る
事
実
と
同
じ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

実
を
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
審
が
「
当
裁
判
所
に
お
い
て
取
り
調
べ

た
証
拠
に
よ
れ
ば
、
右
公
訴
事
実
の
う
ち
、
本
件
訳
書
が
刑
法
一
七
五
条
に
い

う
『
狼
褻
ノ
文
書
』
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
点
を
除
く
、
そ
の
余
の
事
実

は
、
概
ね
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
　
（
傍
点
評
釈
看
と
し
て
い
る
の

で
、
果
し
て
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
が
適
法
に
認
定
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
疑

問
が
起
き
る
が
、
　
「
概
ね
」
と
い
う
言
葉
は
軽
い
意
味
で
使
用
さ
れ
た
も
の
と

い
い
う
べ
く
、
直
接
審
理
主
義
、
口
頭
弁
論
主
義
の
原
則
は
充
足
さ
れ
て
い
る
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
控
訴
審
が
な
ん
ら
事
実
の
取
調
を
す
る
こ
と
な
く

「
被
告
人
両
名
が
、
共
謀
の
う
え
、
被
告
人
S
が
、
性
交
、
性
戯
に
関
す
る
露

骨
に
し
て
具
体
的
、
か
つ
、
詳
細
な
描
写
記
述
を
し
た
一
四
か
所
を
含
む
本
件

訳
書
の
邦
訳
原
稿
を
作
成
し
、
被
告
人
1
が
、
こ
れ
を
出
版
し
、
昭
和
三
四
年

一
二
月
ご
ろ
か
ら
同
三
五
年
四
月
ご
ろ
ま
で
の
間
に
、
約
一
五
〇
〇
冊
を
販
売

す
る
と
と
も
に
、
二
九
一
冊
を
販
売
の
目
的
で
所
持
し
た
．
」
と
い
う
事
実
を

認
定
し
た
の
は
適
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
．

　
こ
れ
に
反
し
．
忍
、
し
．
狸
褻
文
書
の
意
義
に
つ
い
て
読
者
が
狸
褻
行
為
に
駆

り
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
り
、
も
し
、
相
対
的
狽
褻
概
念
を
採
用

し
、
相
対
的
に
狼
褻
文
書
で
、
あ
る
か
否
か
が
き
ま
つ
て
く
る
よ
う
な
事
案
に
つ

い
て
考
え
る
と
、
単
に
右
の
よ
う
な
事
実
が
確
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
十
分

で
な
く
、
そ
の
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
、
販
売
の
相
手
方
が
特
定
の
部
類
に
属
す

る
人
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
文
書
に
芸
術
的
・
思
想
的
等
の
社
会
的
価

　
　
　
　
（
1
9
）

値
の
な
い
こ
と
、
そ
の
文
書
の
作
成
老
の
態
度
、
販
売
、
宣
伝
を
含
め
た
公
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
　
（
一
四
五
六
）

の
方
法
な
ど
も
具
体
的
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。　

次
に
、
記
述
的
構
成
要
件
要
素
の
場
合
は
、
解
釈
内
容
が
確
定
す
れ
ば
、
認

定
事
実
が
そ
れ
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
と
く
に
判
断
を
必
要
と
し
な

い
の
に
、
「
狸
褻
」
と
い
う
構
成
要
件
要
素
は
規
範
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
の

で
、
た
と
え
解
釈
内
容
が
確
定
し
、
右
に
述
べ
た
事
実
が
適
法
に
認
定
さ
れ
て

も
は
た
し
て
認
定
事
実
が
狽
褻
に
あ
た
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
必
要
と
な
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
中
山
教
授
は
、
「
『
狼

褻
』
と
い
う
規
範
的
要
素
の
『
社
会
的
意
味
』
の
確
定
が
ど
う
し
て
も
必
要
と

な
る
の
で
あ
る
．
し
か
も
重
要
な
こ
と
は
．
こ
の
規
範
的
要
素
の
存
在
の
確
定

が
事
実
的
要
素
の
そ
れ
と
合
体
し
て
、
ま
さ
に
『
犯
罪
事
実
の
存
在
の
確
定
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

と
し
て
事
実
認
定
の
対
象
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
」
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
．
社
会
的
意
味
を
基
礎
づ
け
る
一
般
人
の
読
後
感
は
一
種
の
鑑
定
と
い
う

べ
き
で
、
文
書
が
袈
褻
性
を
も
つ
か
ど
う
か
の
判
断
主
体
は
裁
判
官
で
あ
り
、

裁
判
官
が
そ
の
文
書
自
体
に
つ
き
社
会
通
念
に
し
た
が
つ
て
判
断
す
る
こ
と
を

要
す
る
が
、
一
般
人
の
読
後
感
を
き
く
こ
と
な
ど
は
、
あ
く
ま
で
も
参
考
と
し

て
の
意
味
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
人
の
読
後
感
等
が
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箆
）

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
右
の
事
実
に
含
ま
れ
な
い
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
最
後
に
、
量
刑
の
是
正
と
い
う
点
か
ら
、
本
件
の
場
合
、
破
棄
自
判
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

あ
た
つ
で
、
、
事
実
の
取
調
を
要
す
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
直
接
審
理
主

義
、
口
頭
弁
論
主
義
の
原
則
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
も
つ
ば
ら
国
家
刑
罰
権

を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
確
定
す
る
た
め
の
原
則
と
解
す
る
の
で
な
ん
ら
事
実
の



取
調
を
す
る
こ
と
な
く
被
告
人
に
不
利
益
に
量
刑
し
て
も
違
法
の
問
題
と
は
な

ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
妥
当
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
判
旨
に
賛
成
す
る
。

（
！
）
最
判
昭
三
〇
⊥
↑
二
二
刑
集
九
・
八
・
二
八
九
へ
無
期
懲
役
↓
死
刑
）
、
最

判
昭
三
一
・
七
・
一
八
刑
集
一
〇
・
七
・
一
一
七
三
（
執
行
猶
予
↓
実
刑
）
、
最
判
昭

三
二
・
四
二
七
刑
集
二
・
四
・
一
三
八
五
（
懲
役
一
五
年
↓
無
期
懲
役
）
、
最
判

昭
三
五
・
三
二
七
刑
集
一
四
・
七
・
八
四
七
頁
（
公
民
権
不
停
止
↓
停
止
）

（
2
）
最
判
昭
三
二
・
三
・
二
二
刑
集
一
一
・
三
・
九
九
七
（
チ
ャ
タ
レ
ー
事
件
一
審

　
無
罪
↓
有
罪
）
、
最
判
昭
三
五
・
一
一
・
一
八
刑
集
一
四
・
一
三
二
七
二
二
（
国

鉄
の
貨
車
運
行
業
務
の
妨
害
は
威
力
業
務
妨
害
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
一
審
無
罪
↓

　
二
審
あ
た
る
と
し
て
有
罪
）
、
本
件
。

（
3
）
　
最
判
昭
三
一
・
七
二
八
刑
集
一
〇
・
七
・
一
一
四
七
、
最
判
昭
三
・
九
・

　
二
六
刑
集
一
〇
・
九
・
一
三
九
一
、
最
判
昭
三
二
・
二
・
二
一
刑
集
二
．
二
．
九

　
三
七
、
最
判
昭
三
二
・
四
・
二
六
刑
集
一
一
・
四
・
一
四
九
一
、
最
判
昭
三
二
・
六

　
・
二
一
刑
集
二
・
六
・
一
七
一
二
（
傷
害
↓
強
姦
致
傷
）
、
最
判
昭
三
三
・
三
二

　
八
刑
集
二
丁
四
・
六
〇
三
、
最
判
昭
三
四
・
五
・
二
二
刑
集
二
子
五
・
七
七
三
、

　
最
判
昭
三
四
・
六
二
六
刑
集
一
三
・
六
・
九
六
九
、
最
判
昭
四
一
・
ニ
マ
ニ
ニ

　
刑
集
二
〇
・
一
〇
二
二
三
三
（
傷
害
致
死
↓
殺
人
）
、
最
判
昭
四
五
・
二
丁
二
二

　
刑
集
二
四
・
一
三
・
一
八
七
二
（
傷
害
致
死
↓
殺
人
）
。

（
4
）
　
外
国
人
登
録
法
違
反
被
告
事
件
で
、
不
法
入
国
し
た
も
の
は
登
録
義
務
が
な
い

　
と
し
た
も
の
を
、
外
国
人
登
録
法
は
身
分
関
係
・
住
居
関
係
を
明
確
に
す
る
趣
旨
の

　
法
で
あ
る
か
ら
密
入
国
者
も
登
録
義
務
を
負
う
と
し
た
も
の
。

（
5
）
青
柳
・
新
訂
刑
訴
法
通
論
八
七
二
頁
。
岩
田
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
号
一
〇

　
頁
、
柏
木
・
刑
訴
法
三
七
七
頁
、
高
田
・
刑
訴
法
（
現
代
法
律
学
全
集
）
四
九
三

　
頁
、
平
野
・
刑
訴
法
（
全
集
）
三
二
一
頁
な
ど
。

判
　
例
　
研
　
究

（
6
）
岸
・
刑
訴
法
要
義
三
五
七
頁
、
団
藤
・
刑
訴
法
七
訂
版
五
四
三
頁
、
中
山
．
判

　
タ
ニ
四
二
号
二
二
頁
な
ど
。

（
7
）
岩
田
・
前
掲
九
頁
、
高
田
・
前
掲
四
九
五
頁
、
平
野
・
刑
訴
法
概
説
二
一
八

頁
。

（
8
）
　
岸
・
前
掲
三
六
〇
頁
。

（
9
）
青
柳
・
「
遅
す
ぎ
る
裁
判
と
わ
が
国
の
上
訴
制
度
」
法
律
の
ひ
ろ
ぽ
一
二
巻
一

　
二
号
三
〇
頁
。

（
1
0
）
柏
木
・
前
掲
三
七
九
頁
．

（
1
1
）
青
柳
・
日
本
刑
訴
法
論
二
四
八
頁
、
岩
田
・
前
掲
一
二
頁
、
柏
木
・
前
掲
三
七

　九頁。

　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　
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一
二
頁
は

　
に
拘
束
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
カ
ら
、

棄
す
る
場
合
に
は
、

ぎ
で
あ
つ
て
、

違
法
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
妥
当
を
欠
く
措
置
と
思
わ
れ
る
、

対
、

頁
．

（
1
9
）
坂
本
・
「
本
件
解
説
」
最
高
裁
判
例
解
説
刑
事
編
昭
四
四
年
度
五
二
二
頁
以

下
．

（
20
）
団
藤
・
「
チ
ャ
タ
レ
イ
裁
判
の
批
判
」
中
央
公
論
昭
三
二
・
八
号
五
二
頁
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
（
一
四
五
七
）

高
田
・
前
掲
四
九
五
頁
、
平
野
・
前
掲
概
説
二
一
八
頁
．

岸
・
前
掲
三
五
八
頁
．

青
柳
・
「
事
後
審
の
理
論
と
実
際
」
法
曹
時
報
二
二
巻
二
号
三
頁
以
下
。

青
柳
・
「
上
訴
審
の
構
造
」
刑
訴
法
講
座
3
七
二
頁
以
下
。

岩
田
・
前
掲
一
二
頁
、
桜
井
・
法
学
研
究
四
二
巻
一
〇
号
一
二
二
頁
。

桜
井
・
前
掲
一
二
二
頁
。

青
柳
・
「
現
行
刑
訴
の
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
の
取
調
」
法
曹
時
報
三
巻
一
二

　
　
　
「
以
上
の
限
度
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
原
判
決
の
認
定
し
た
事
実
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
例
え
ば
量
刑
不
当
で
原
判
決
を
破

　
　
　
　
　
　
原
判
決
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実
に
法
律
を
適
用
、
量
刑
す
べ

　
　
　
　
原
判
決
を
引
用
し
て
更
に
自
ら
同
一
の
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
て
い
る
。
反

団
藤
・
「
控
訴
審
の
構
造
に
つ
い
て
」
裁
判
官
特
別
研
究
叢
書
三
四
号
四
〇



　
　
判
例
研
究

下
、
注
釈
刑
法
㈲
二
九
〇
頁
。

（
2
1
）
　
中
山
・
前
掲
一
三
頁
。

（
2
2
）
　
坂
本
・
前
掲
五
二
三
頁
。

（
2
3
）
註
6
参
照
。

一
二
八
　
　
（
一
四
五
八
）

（
筑
間
正
泰
）


